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障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金の取扱いについて 

 

 

令和２年度における障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金

について、障害児施設措置費・給付費の主な改正点及び運用上留意すべき事項は次のとおり

であるので、事務処理に遺漏のないよう配慮されたい。 

 なお、各都道府県におかれては、貴管内市町村（指定都市及び児童相談所設置市を除く。）

に対する周知につき配慮願いたい。 

 

第１ 障害児施設措置費関係の改正内容について 

（１）事務費関係 

   ①期末・勤勉手当             4.50月    →      4.45月 

   

   ②社会保険料事業主負担金                21.345％    →     21.283％ 

   

 

（２）事業費関係 

①重度障害児支援加算費 

   ア 知的障害児 

     25%加算分            51,370円    →    50,730円 

   30%加算分            61,650円    →    60,890円 

 

イ 自閉症児            

      25%加算分            51,370円    →    50,730円 

      30%加算分            61,650円    →    60,890円 

           

ウ 盲児            

25%加算分 49,150円 →  48,610円 

30%加算分 59,000円 →  58,330円 

都 道 府 県 

指 定 都 市 

児童相談所設置市 



 
 

 

エ ろうあ児            

   25%加算分            44,350円    →    43,830円 

   30%加算分            53,230円    →    52,590円 

 

オ 肢体不自由児           61,650円    →    60,890円 

  

②重度重複障害児加算費         34,900円    →    34,300円 

 

③肢体不自由児基本分措置費 保育士等加算費 

５０人まで           28,820円    →    28,740円 

５１人から６０人まで      28,030円      →    27,950円 

６１人から７０人まで      27,420円    →    27,340円 

７１人から８０人まで      26,710円    →    26,640円 

８１人から９０人まで      25,970円    →    25,890円 

９１人から１００人まで   25,260円    →       25,190円 

１０１人から１１０人まで 24,990円 →   24,920円 

１１１人から１２０人まで 24,790円 →   24,720円 

１２１人から１３０人まで 24,500円 →    24,440円 

１３１人から１４０人まで 24,310円 →    24,240円 

１４１人から１５０人まで 24,100円 →    24,040円 

１５１人から１６０人まで 23,940円 →    23,880円 

１６１人から１７０人まで 23,820円 →    23,760円 

１７１人から１８０人まで 23,730円 →    23,670円 

１８１人から１９０人まで 23,620円 →    23,560円 

１９１人から２００人まで 23,500円 →    23,440円 

２０１人以上 23,410円 →    23,350円 

 

④乳幼児保育士等加算費         21,730円    →    21,680円 

 

⑤心理指導担当職員配置加算費       5,430円    →     5,410円 

 

⑥心理指導担当職員配置加算費（公認心理士） 6,630円    →    6,610円 

 

   ⑦児童発達支援管理責任者配置費      7,710円    →    7,690円 

 

⑧小規模グループケア加算         76,130円    →    75,940円 

 

 



 
 

⑨自閉症児基本分措置費 保育士等加算費 

４０人まで 76,630円 → 76,430円 

４１人から５０人まで 75,610円 → 75,420円 

５１人から６０人まで 74,480円 → 74,290円 

６１人から７０人まで 73,370円 → 73,170円 

７１人から８０人まで 72,240円 → 72,050円 

８１人から９０人まで 71,830円 → 71,650円 

９１人から１００人まで 71,500円 → 71,310円 

１０１人から１１０人まで 71,080円 → 70,900円 

１１１人以上 70,670円 → 70,490円 

 

⑩重症心身障害児療育費（指導費分）   253,190円    →   252,540円 

 

⑪特別加算費               61,200円    →    86,300円 

 

⑫見学旅行費 

  ア 小学校第６学年          21,670円    →    21,890円 

  イ 中学校第３学年          60,300円    →    60,910円 

 

⑬入進学支度金 

  ア 小学校第１学年入学児童      51,060円    →    64,300円 

  イ 中学校第１学年進学児童      60,000円    →    81,000円 

 

⑯期末一時扶助費             5,560円    →    5.480円 

 

 

 

第２ 適用日について 

  適用日：令和２年４月１日 

 

参考  別紙１ 令和２年度 管理費単価表 

別紙２ 令和２年度 障害児入所施設職員の本俸基準額表 

別紙３ 令和２年度 障害児入所施設職員の特殊業務手当基準額表 

別紙４ 障害児入所施設職員配置基準 

別紙５ 令和２年度 保護単価（１人当たり）表 

    

   なお、別紙５の赤字部分は、前回発出（令和２年９月１７日）したものから 

の変更箇所となります。別紙１,２,３,４に変更箇所はありません。 


